
地方分権の推進に関する大綱方針について 

 

 本日、政府の地方分権の推進に関する大綱方針が発表された。 

 私ども地方６団体は、平成６年９月２６日に国会及び内閣に対して

「地方分権の推進に関する意見書」により意見具申を行い、地方分権の

推進について強く要請してきたが、この度、村山総理をはじめ、関係閣

僚の熱意とご努力により地方分権の推進に関する大綱方針をまとめられ

たことに対し敬意を表するところである。その内容において、不明確な

部分も見受けられるものの、政府の地方分権に対する姿勢としては、評

価ができるものと考えられる。 

 ２１世紀を展望し、個性あるまちづくり及び住民福祉の一層の質的向

上を図るためには、地方分権の推進が不可欠であり、今後、次期通常国

会に提出される「地方分権の推進に関する法律案」において私どもの意

見の趣旨が十分反映され、実効性のあるものとされることを期待した

い。 
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